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質 疑 回 答 書 
  令和７年１２月１９日 

件   名 野田市学校給食センター給食調理等業務委託  

野田市教育委員会学校教育部学校教育課 

提出されました質疑について、次のとおり回答いたします。 

番号 質 問 事 項 回     答 

１ 

「野田市学校給食センター給食調理等業務委託」公募型プロ

ポーザル実施要領の４ページ、（７）②企画提案書はの３行

目 様式６から様式１４は片面の表記と「様式４」の企画提

案書の下記の２「企画提案説明書（様式６から様式１２）」

の表記について、片方は様式１３と様式１４が含まれ、片方

は含まれていないため、どちらが正しいのか。表記どおりの

対応でよろしいのか教えてください。 

【様式４】企画提案書の記載内容に誤りがありましたの

で、訂正させていただきます。 

提出に当たりましては、訂正後の様式を使用していただき

ますようお願いします。 

訂正前 訂正後 

２ 企画提案説明書（様式

６から様式 12） 

３ 見積書（様式 13） 

２ 企画提案説明書（様式

６から様式 14） 

３ 見積書（様式 15） 
 

２ 

実施要領「３参加資格条件（８）」につきましまして、学校

と同じ敷地内にある共同調理場（親子方式による共同調理

場）の実績でも参加することは可能でしょうか。 

可能です。 

３ 

参加資格条件を満たす限り、「受託実績（様式６）」がなく

ても参加することは可能でしょうか。 

参加資格条件を満たすこととなる実績を「受託実績（様式

６）」に必ず記載してください。なお、参加資格条件とな

る実績以外の実績も記載できます。 

なお、令和７年 11月 26日時点において受託中ではない調

理業務も実績として扱います。 

４ 

仕様書内に「「炊飯及び副菜」を調理」と記載がございます

が、主菜はどのように提供されるのでしょうか。 

白飯は炊飯して提供し、パンはそのまま提供されます。麺

類等は調理して提供します。なお、将来的には、まぜご飯

や調理パン（例：ピザトースト）を提供する可能性があり

ます。 
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５ 

仕様書「６調理業務従事者（２）」につきまして、上記番号

１の共同調理場による経験も「学校給食共同調理業務の従事

経験」に含まれますでしょうか。 

含まれます。 

６ 

「仕様書」４業務内容等-（4）-⑨-オ（P4）について、「高

所の清掃については、年に１回専門業者に委託し、施設内の

衛生を保つこと。」とありますが、本施設は新設センターで

あり、運用当初から専門業者に委託するレベルの汚れが発生

する可能性は高くないと思われます。 

実際に清掃を実施するかどうかは、高所の衛生状態を確認

し、給食センター所長と協議の上決定するという理解でよろ

しいでしょうか。 

「仕様書」４業務内容等－（4）－⑨－オを訂正し、次の

とおりとします。 

訂正前 訂正後 

オ 学校の長期休業期間

は、事前に市と協議し、

施設、設備の清掃及び食

器、食缶、食器カゴ、ト

レー等、調理作業用消耗

品等の洗浄、漂白、消

毒、点検保管を行うこ

と。また、調理業務開始

前の準備作業として、食

缶、バット、コンテナ等

の学校名及びクラス変更

等、文字の書き直し及び

食器等の数の確認作業を

行うこと。高所の清掃に

ついては、年に１回専門

業者に委託し、施設内の

衛生を保つこと。専門業

者への委託については、

野田市内の業者を優先さ

せること。業者選定及び

清掃場所については、給

食センター所長と協議の

上実施すること。 

オ 学校の長期休業期間

は、事前に市と協議し、

施設、設備の清掃及び食

器、食缶、食器カゴ、ト

レー等、調理作業用消耗

品等の洗浄、漂白、消

毒、点検保管を行うこ

と。また、調理業務開始

前の準備作業として、食

缶、バット、コンテナ等

の学校名及びクラス変更

等、文字の書き直し及び

食器等の数の確認作業を

行うこと。足場を組む必

要が生じる高所の清掃に

ついては、市が費用負担

して実施するので清掃作

業の実施に協力するこ

と。清掃場所及び日程に

ついては、給食センター

所長と受託業者が協議の

上決定する。 
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７ 

「仕様書」４業務内容等-（4）-②について、アレルギー除去

食の対応の開始時期は、いつから想定されているかご教示く

ださい。 

 令和８年９月の稼働開始から対応していただきます。 

 


